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県名 議題（テーマ） 背景・趣旨 全国 中国

岡山県 カウンターパート制について

１０月の中国地方知事会で話し合われた、隣接県を優
先的に支援する「カウンターパート制」により、災害発
生直後に隣接県が連絡員を派遣して状況を把握し、支
援を始めるということになった。
このことについて、初動体制整備のマニュアル化を行
う際に盛り込んで作成する必要があると思われる。

○

岡山県 民間賃貸住宅との役割分担

東日本大震災において、民間賃貸住宅の活用が応急
仮設住宅の建設戸数を上まわった。災害発生地域に
もよるが、今後の災害発生時における民間賃貸住宅と
応急仮設住宅の必要建設戸数の割合をどのように想
定すべきか。

○

広島
地元業者による応急仮設住宅建
設への対応（事前の協定締結）

東日本大震災以降，広島県に限らず，多くの県におい
て，プレハブ協会以外の地元業者等との協定締結に
ついて，検討されているものと考えている。
中国５県での，対応状況を伺いたい。

○

山口県
応急仮設住宅に係るプレハブ建築
協会以外の関係団体との協定締
結について

　現在、本県ではこの度の東日本大震災において、福
島県で木造の応急仮設住宅を建設した全国木造住宅
建設事業協会からの協定締結の要請があり、他の関
係団体(全国賃貸住宅経営協会、宅建協会)を含めて
検討中である。
　中国各県において、プレハブ建築協会以外の関係団
体との協定締結事例の有無と、事例があった場合、協
定の内容やメリット等について伺いたい。

○

山口県
民間賃貸住宅を活用した「みなし
仮設住宅」の取り扱いについて

今回の震災で活用された「みなし仮設住宅」を、今後の
災害でも活用できるか、現段階では不明である。
活用できるのであれば、仮設住宅の建設戸数の算定
等に大きな影響を及ぼすため、取り扱いを明確にして
おく必要がある。

○

全国都道府県ＷＧ及び中国ブロック連絡調整会議で議論すべき議題



○各都道府県からの課題に対する意見及び対応方針
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対応方針

意見
対応状況
対応方針

意見
対応状況
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意見
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意見
対応状況
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1)　初動対
応（国土交
通省）につ
いて

初動体制整備のマニュアル
化、効率的な情報収集・共有
体制整備

・迅速な情報収集、初動
対応を行うには明確な役
割分担が不可欠であり、
初動体制整備のマニュア
ル化、情報収集体制の確
立は有効だと思う。

・公営住宅災害報告の連
絡網を基本に、庁舎・職
員安否のほか災害対策
本部の体制も含め、応急
仮設に係る連絡網を確認
し連絡手段を確保する。

・初動体制整備のマニュ
アル作成により、国・県・
市町村の役割分担を明
確にするとともに、広域に
わたる大規模な災害の場
合、国はもっと積極的に
関与するものとされたい。
・情報収集において、い
ち早く現場に入る被災建
築物応急危険度判定を
活用してはどうか。

初動体制マニュアルを作
成してはいるが、国や市
町村を含むものではな
く、また応急仮設住宅に
は、言及していない。

初動体制整備のマニュア
ル化は、隣接県との協力
体制についても明確化す
べきではないか。

＜対応状況＞
・県と市町村の役割分担
も含めて岡山県地域防
災計画の見直しを進めて
いる。

＜対応方針＞
・全国ＷＧの議論も踏ま
えながら適宜市町村と協
議を進めていく。

国土交通省に係る事項
のみとなっていますが，
都道府県に係る事項も，
今後のＷＧの中で協議さ
れるものと考えていま
す。

全国ＷＧでの議論を踏ま
え，県の初動体制整備に
係るマニュアルを作成す
る見込み

災害時における円滑な初
動対応が可能なしくみが
必要。

現在、庁内のプロジェクト
チーム（以下ＰＴ）により、
この度の震災を教訓とし
て山口県地域防災計画
の検討・検証を行ってい
るところである。また、関
係団体から支援協定の
申し出があり、県の応急
仮設住宅建設に向けた
体制についても再検討し
ているところ。

2)　建設用
地の確保等
について

・地域ごとの特性（地形、想
定被害、民間賃貸住宅の
量、就業環境等）を踏まえた
仮設住宅立地の考え方の整
理と、用地に係る事前情報の
収集、整理（定期的なリスト
化等）
・支援体制の事前の申し合
わせ、用地の技術的要件の
再整理

・大規模災害の被害想定
をもとに地域ごとに必要
な仮設住宅の供給量を
設定し、あらかじめ建設
候補地をリスト化しておく
ことが望ましいと考える。
候補地選定に当たっては
被災の恐れが少ない地
域を選定するなどの要件
整理をしておく必要があ
る。

・津波について被害想定
を見直しを行う。
・建設用地の選定・確保
は市町村（被災市町村内
に確保を原則）としている
が、仮設住宅の配置・イ
ンフラを考慮した仮設用
地毎の建設可能数、被害
規模に応じた優先順位等
について事前確認（シミュ
レーション）を検討する。
・原子力災害に係る広域
避難は、避難戸数の想定
と共に、民間賃貸利用を
検討する。

・あらかじめ市町村に対
し、利便性を考慮した応
急仮設住宅の建設用地、
がれき置場などの候補地
選定を地域防災計画上
に義務づける。また、定
期的に候補地の更新を
行う。

地域防災計画において、
避難所の設定は行われ
ているが、仮設住宅の用
地確保にまでは触れられ
ていない。

用地の技術的要件の再
整理を進める必要があ
る。

＜対応状況＞
・各市町村に対して、応
急仮設住宅用地の選定
を依頼している。

＜対応方針＞
・市町村の用地選定結果
と全国ＷＧ等の議論の結
果の調整を図るため適宜
市町村と協議を進めてい
く。

広島県においては，応急
仮設住宅建設候補地をリ
スト化しているが，東日
本大震災での建設時の
課題（必要となった候補
地情報など）について，
今後のＷＧの中で協議さ
れるものと考えていま
す。

全国ＷＧでの議論を踏ま
え，県の応急仮設住宅建
設候補地リストの見直し
を行う見込み

建設用地については事
前に市町において整理が
必要と考える。

震災前には、22市町のう
ち8市町については候補
地の選定が完了していた
が、防災計画を見直す段
階で、再度市町と協議す
る予定。

3)　資材の
確保等につ
いて

仮設用資材の見直し（汎用
品、地元材の活用等）、資材
に係る迅速な情報収集・整
理・調整体制の事前整理、仮
設発注・資材調達方法の再
整理（WTO、公正取引上の取
り扱い含む。）

・できるだけ、地域で調達
できる資材を用いること
を前提として、仮設資材
及び調達先を設定すべき
であるが、被災リスクを
考慮した調達先の分散化
についても合わせて考慮
する必要がある。

・平成24年度に県産材を
活用した木造仮設住宅の
設計及び供給体制の整
備を建築関係団体と連携
して検討し、災害時協定
の締結を検討している。

なし なし

＜対応状況＞
・なし

＜対応方針＞
・資材に係る迅速な情報
収集を行うため、岡山県
下６建築設計協同組合連
合等と協議を進めてい
く。
・全国ＷＧ等の結果を踏
まえ、地元材の活用等を
検討する。

なし

全国ＷＧでの議論を踏ま
え，国と都道府県との役
割分担の中で，必要な事
前準備を行う見込み

建設についてはプレハブ
建築協会との協定を前提
としており、建設に必要な
資材の確保については、
国で一元的にチェックし
てほしい。

応急仮設住宅の資機材
については、（社）プレハ
ブ建築協会の協力を得て
調達することとなってい
る。

4)　建設事
業者につい

て

契約方法・業務内容の再整
理、発注・建設管理体制の強
化、仕様の標準化の見直し、
海外対応

・応急（応急仮設及び応
急修繕）から復旧・復興
の段階毎に、地元建設業
者の被災や木材等資材
供給力も考慮して活用
（役割）のあり方を検討す
るべき。

・平成24年度に県産材を
活用した木造仮設住宅の
設計及び供給体制の整
備を建築関係団体と連携
して検討し、災害時協定
の締結を検討している。

なし
地元業者の公募方法に
ついて今回の事例を紹介
して欲しい。

＜対応状況＞
・県産材利用及び地元事
業者活用の観点から木
造応急仮設住宅の利点
や課題を検討するため、
住田町等の木材活用事
例の現地視察を実施し
た。

＜対応方針＞
・引き続き利点や課題を
検討する。

なし

広島県ではプレハブ協会
と協定を締結している
が，全国ＷＧでの議論を
踏まえ，必要な体制整備
を行う見込み

地域財の活用、地元雇用
の創出という観点では木
造仮設住宅についても検
討が必要。

現在のところ応急仮設住
宅の建設についてはプレ
ハブ建築協会に一任して
いる。今後は民間賃貸住
宅の活用等、他の関係団
体を含め検討を進めるこ
とになる。

5)　建設戸
数について

必要戸数の把握方法の確立
と事業者の資材確保の在り
方の検討

・今後の災害では、市街
地においては民間賃貸
住宅の活用も考慮した上
で、仮設住宅の必要戸数
の算出が必要。
・余剰資材とならないよ
う、仮設仕様の検討が必
要。

・津波想定の見直しに伴
い、必要戸数の見直しを
行う。
・民間賃貸利用を含む応
急仮設の必要数につい
て、想定被災戸数からの
算出を予め検討する。

・民間賃貸住宅を活用す
る方が、建設するより早く
入居できる。応急仮設住
宅が通常1年（2年）を想
定していることを考慮し、
建設費用で十分家賃補
助ができる。（撤去費用も
不要）
・空室となっている民間賃
貸住宅の確保を優先し、
その間に仮設住宅の建
設戸数を決定する。

迅速に対応するため、宅
地建物取引業協会と協
定を結び、かつ家主の事
前了解をとる。

・今後発生する災害時にお
いて、応急仮設住宅の必要
戸数を把握する際に、民間
賃貸住宅のみなし仮設住
宅をどの程度見込めばよい
か。
・「公営住宅の応急仮設住
宅としての借上げについ
て、非常時にその事務が円
滑に行えるよう、法的手続、
求償の範囲等について、関
係省庁と調整のうえ、その
具体的な手順及び内容を
示していただきたい。」

＜対応状況＞
・なし

＜対応方針＞
・応急仮設住宅の用地選
定と共に、各市町村にお
ける供給割合（間取り、グ
ループホーム等）を検討
する。
・民間賃貸住宅の活用を
検討していく。

なし

全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な事前準備や市
町との連絡体制の構築を
行う見込み

この度の震災では、民間
賃貸住宅を活用したみな
し仮設住宅が応急仮設
住宅の戸数を上回ってお
り、民賃は今後有効な手
段になると考えており、そ
れを含めた必要戸数の
把握が必要。

現段階では必要戸数の
把握方法について明確
に定めておらず、今後検
討を進めたい。

岡山県 広島県 山口県
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6)　建設速
度と避難者
への情報提
供について

仮設住宅の建設と避難所の
環境改善、2次避難（避難者
への情報提供含む）等との総
合的な対応とその周知、住宅
の仕様と工期の再検討

・仮設住宅（プレハブ、木
造）の仕様、工期、供給
量を検討した上で、これ
を上回るものは民間賃貸
住宅の活用も考慮した供
給計画について、早期に
情報提供ができる体制を
確保する必要がある。

・プレ協からの供給が間
に合わない大規模災害も
想定し、地元での木造供
給の計画、工期について
予め検討する。

なし なし

＜対応状況＞
・東北へ応援に行った技
術職員による報告会を実
施し、問題意識の共有を
図った。

＜対応方針＞
・なし

なし
全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な事前準備を行
う見込み

建設着工日数や建設期
間については、プレハブ
建築協会の資料を基に
地域防災計画に定めて
いる。

7)　応急仮
設住宅の仕
様について

○今回の教訓を踏まえた仕
様の再検討（仕様水準、コス
ト、工期、汎用品の利用、再
利用性、仕様の差について
の考え方の整理等）

・仮設の仕様は、入居（使
用）期間及び地域毎に必
要な断熱性能別の設定
が必要と思われる。
・仮設住宅の間取りタイ
プ毎に入居できる世帯人
員・構成の制限が必要。
・戸あたり建設費は間取
り・仕様毎に示される必
要がある。

・本県も多雪寒冷のた
め、断熱仕様の検討が必
要。
・高齢化に対応し、バリア
フリーの仕様や必要割合
について予め検討する。

なし
高齢者対応住宅の割合
と仕様を決めておくべき
ではないか。

＜対応状況＞
・東北へ応援に行った技
術職員による報告会を実
施し、問題意識の共有を
図った。

＜対応方針＞
・応急仮設住宅の用地選
定と共に、各市町村にお
ける仕様（風除室、断熱
材補強等）を決めておく。

なし
全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な検討を行う見
込み

建設基準についてはプレ
ハブ建築協会が規定す
る仕様としている。

8)　コミュニ
ティ・生活環
境等への配
慮について

仮設住宅団地のコミュニティ
施設、生活利便施設の配置
計画の再検討、住民支援体
制の整備等を踏まえた住宅
仕様の検討、入居者選定方
法の確立

・民間賃貸利用の場合は
入居が分散しコミュニティ
が保てないため、応急仮
設に入る世帯との振り分
けの考え方が必要。
・コミュニティ確保は、供
用期間に応じた対応や復
興住宅につなげる配慮が
必要と思われる。

・民間賃貸利用の場合、
コミュニティ確保のための
情報提供手段を検討す
る。
・集会所や福祉施設等の
建設についても、仮設住
宅の規模に応じて予め計
画する。

なし
地域に密着した市町村と
の役割分担を明確化す
べき。

＜対応状況＞
・なし

＜対応方針＞
・なし

なし
全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な検討を行う見
込み

コミュニティの確保を重視
するあまり、応急仮設住
宅の工期が延びた事例
を聞いている。コミュニ
ティ等に配慮する配置計
画の標準図や、それに対
応した住戸のストックが
必要。

現在のところ、コミュニ
ティ・生活環境等への配
慮に関する規定を定めて
いない。

9)　関係者
の役割分担
について

・建設サイドで検討する
応急仮設住宅に係る対
応について、災害救助法
所管部署の了解が必要
と思われる。

関係者の役割分担を明
確にするとともに、指揮
命令系統も明らかにする
必要がある。

応援派遣職員からは、仕
様書を作成した「国（ＵＲ）
がもっと積極的に関与し
ても良かったのではない
か」との意見があった。

隣接県との役割分担につ
いても検討する必要があ
る。

＜対応状況＞
・県と市町村の役割も含
めて岡山県地域防災計
画の見直しを進めてい
る。

＜対応方針＞
・全国ＷＧの議論も踏ま
えながら適宜市町村と協
議を進めていく。

なし
全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な検討を行う見
込み

応急仮設住宅の建設に
係る関係課、市町及び関
係機関等との役割分担
については、地域防災計
画に定めている。

10)　復旧・
復興プロセ
スにおける
仮設住宅に
ついて

・高齢化社会において
は、復旧住宅に転用でき
る仮設住宅の供給方式
を検討するべき。

・仮設住宅と復旧住宅
（災害公営）の計画は、そ
れぞれの必要数や用地
の確保が整合するよう検
討する。

なし なし

＜対応状況＞
・なし

＜対応方針＞
・なし

被災県で必要となる人員
体制についても，併せて
議論されるものと考えて
います。

全国ＷＧでの議論を踏ま
え，必要な事前準備を行
う見込み

11)　各都道
府県におけ
る特有の課
題

なし

＜背景・趣旨＞
東日本大震災において、
応急仮設住宅の用地に
津波浸水地域は原則認
めないとの運用だった
が、今後市町村と協力し
て用地選定を行っていく
上で、0.5m未満の浸水想
定区域や5.0以下のＰＬ値
（液状化指数）の地域を
外す必要があるか。（県
南の平野部の大部分が
含まれるため。）

なし
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